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�

月

３

日

号

で

は

、

令

和

７

年

秋

の

褒

章

・

叙

勲

に

お

け

る

税

務

関

係

の

受

章

者

を

掲

載

す

る

予

定

で

す

。

電

子

版

で

は

褒

章

を

２

日

、

叙

勲

を

３

日

に

配

信

す

る

予

定

。

　

自

民

党

の

高

市

早

苗

総

裁

が

�

日

、

衆

参

両

院

で

首

相

に

指

名

さ

れ

、

首

相

に

就

任

し

た

。

高

市

氏

の

総

裁

就

任

後

、

こ

れ

ま

で

自

民

党

と

と

も

に

与

党

を

構

成

し

て

き

た

公

明

党

が

連

立

政

権

か

ら

の

離

脱

を

表

明

。

こ

れ

に

代

わ

っ

て

、

日

本

維

新

の

会

が

�

日

に

自

民

党

と

の

連

立

政

権

の

樹

立

で

合

意

し

、

高

市

政

権

は

自

維

連

立

政

権

と

な

っ

た

。

日

本

維

新

の

会

は

閣

僚

を

出

さ

な

い

閣

外

協

力

の

形

と

な

る

。

新

政

権

の

財

務

相

兼

金

融

担

当

相

兼

租

税

特

別

措

置

・

補

助

金

見

直

し

担

当

相

に

は

片

山

さ

つ

き

参

院

議

員

が

就

い

た

。

　

高

市

首

相

は

�

日

夜

、

就

任

後

、

初

の

記

者

会

見

に

臨

ん

だ

。

　

冒

頭

の

発

言

で

税

制

等

に

関

し

、

（

会

見

後

の

）

初

閣

議

で

経

済

対

策

の

策

定

を

指

示

し

、

国

民

が

直

面

し

て

い

る

物

価

高

へ

の

対

策

を

講

じ

る

と

説

明

。

ガ

ソ

リ

ン

の

暫

定

税

率

は

速

や

か

に

廃

止

す

る

考

え

だ

と

述

べ

た

。

い

わ

ゆ

る

「

１

０

３

万

円

の

壁

」

は

野

党

の

意

見

に

も

耳

を

傾

け

な

が

ら

引

上

げ

る

と

し

た

。

　

続

く

記

者

と

の

質

疑

応

答

の

中

で

、

会

見

で

述

べ

た

内

容

の

詳

細

に

言

及

し

、

ガ

ソ

リ

ン

の

暫

定

税

率

は

現

在

開

会

中

の

臨

時

国

会

で

の

廃

止

法

案

の

成

立

を

目

指

す

と

語

っ

た

。

ま

た

、

自

身

が

総

裁

選

の

公

約

に

盛

り

込

ん

だ

軽

油

引

取

税

の

暫

定

税

率

の

廃

止

も

新

年

度

ま

で

に

実

現

す

る

こ

と

が

望

ま

し

い

と

し

た

。

　

同

じ

く

総

裁

選

の

公

約

で

制

度

設

計

に

着

手

す

る

と

し

て

い

た

「

給

付

付

き

税

額

控

除

」

に

つ

い

て

は

、

税

・

社

会

保

険

料

負

担

で

大

変

な

中

低

所

得

者

層

の

負

担

を

軽

減

し

、

所

得

に

応

じ

て

手

取

り

が

増

え

る

よ

う

に

す

る

も

の

だ

と

し

、

早

期

に

制

度

設

計

を

進

め

る

と

し

た

。

た

だ

、

準

備

に

は

少

し

時

間

が

か

か

る

と

も

語

っ

た

。

　

「

１

０

３

万

円

の

壁

」

に

つ

い

て

は

、

自

民

党

と

日

本

維

新

の

会

の

連

立

合

意

を

踏

ま

え

て

、

所

得

税

の

基

礎

控

除

等

を

イ

ン

フ

レ

の

進

展

に

応

じ

て

見

直

す

こ

と

と

し

、

制

度

設

計

に

つ

い

て

は

令

和

７

年

の

年

末

を

め

ど

に

取

り

ま

と

め

る

と

述

べ

た

。

　

他

方

、

自

民

党

が

参

院

選

で

掲

げ

た

国

民

１

人

当

た

り

原

則

２

万

円

の

給

付

は

、

選

挙

で

理

解

が

得

ら

れ

な

か

っ

た

と

し

て

実

施

を

取

り

や

め

、

物

価

高

に

関

す

る

国

民

の

懸

念

に

対

応

す

る

た

め

の

財

源

と

し

て

使

う

と

説

明

し

た

。

　

ま

た

、

中

小

企

業

・

小

規

模

企

業

へ

の

対

応

と

し

て

賃

上

げ

と

設

備

投

資

を

強

力

に

後

押

し

し

、

賃

上

げ

税

制

を

活

用

で

き

な

い

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

等

に

対

し

て

は

支

援

の

た

め

の

推

奨

メ

ニ

ュ

ー

を

設

け

た

上

で

、

自

治

体

向

け

の

重

点

支

援

交

付

金

を

拡

充

す

る

と

の

考

え

を

明

ら

か

に

し

た

。

　

自

民

党

の

連

立

相

手

が

公

明

党

か

ら

日

本

維

新

の

会

へ

と

代

わ

っ

た

も

の

の

、

衆

参

と

も

に

与

党

の

み

で

は

過

半

数

に

満

た

な

い

状

況

が

続

く

。

予

算

案

や

法

案

の

成

立

に

は

こ

れ

ま

で

と

同

様

に

野

党

等

の

協

力

を

得

る

必

要

が

あ

る

。

　

自

民

党

（

高

市

早

苗

総

裁

）

と

日

本

維

新

の

会

（

吉

村

洋

文

代

表

）

は

�

日

、

連

立

政

権

を

樹

立

す

る

こ

と

で

合

意

し

、

合

意

書

を

締

結

し

た

。

同

合

意

に

は

経

済

財

政

関

連

施

策

や

社

会

保

障

政

策

、

外

交

安

全

保

障

、

政

治

改

革

な

ど

�

の

項

目

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

う

ち

、

税

制

に

関

す

る

も

の

が

多

く

掲

げ

ら

れ

て

い

る

経

済

財

政

関

連

施

策

の

内

容

を

確

認

す

る

。

　

同

施

策

の

内

容

は

次

の

①

～

⑥

の

と

お

り

。

　

①

ガ

ソ

リ

ン

税

の

暫

定

税

率

廃

止

法

案

を

令

和

７

年

臨

時

国

会

中

に

成

立

さ

せ

る

。

　

②

電

気

ガ

ス

料

金

補

助

を

は

じ

め

と

す

る

物

価

対

策

を

早

急

に

取

り

ま

と

め

、

令

和

７

年

臨

時

国

会

に

お

い

て

補

正

予

算

を

成

立

さ

せ

る

。

　

③

イ

ン

フ

レ

対

応

型

の

経

済

政

策

に

移

行

す

る

た

め

に

必

要

な

総

合

的

対

策

を

、

早

急

に

取

り

ま

と

め

、

実

行

に

移

す

。

と

り

わ

け

、

所

得

税

の

基

礎

控

除

等

を

イ

ン

フ

レ

の

進

展

に

応

じ

て

見

直

す

制

度

設

計

に

つ

い

て

は

、

令

和

７

年

内

を

目

途

に

取

り

ま

と

め

る

。

給

付

付

き

税

額

控

除

の

導

入

に

つ

き

、

早

急

に

制

度

設

計

を

進

め

、

そ

の

実

現

を

図

る

。

　

④

租

税

特

別

措

置

お

よ

び

高

額

補

助

金

に

つ

い

て

総

点

検

を

行

い

、

政

策

効

果

の

低

い

も

の

は

廃

止

す

る

。

そ

の

た

め

の

事

務

を

行

う

主

体

と

し

て

政

府

効

率

化

局

（

仮

称

）

を

設

置

す

る

。

　

⑤

飲

食

料

品

に

つ

い

て

は

、

２

年

間

に

限

り

消

費

税

の

対

象

と

し

な

い

こ

と

も

視

野

に

、

法

制

化

に

つ

き

検

討

を

行

う

。

　

⑥

子

ど

も

や

住

民

税

非

課

税

世

帯

の

大

人

の

方

々

に

は

１

人

４

万

円

、

そ

の

他

の

方

々

に

は

１

人

２

万

円

を

給

付

す

る

と

い

う

政

策

は

行

わ

な

い

も

の

と

す

る

。

　

④

に

伴

い

、

今

回

の

組

閣

で

租

税

特

別

措

置

・

補

助

金

見

直

し

担

当

相

が

新

設

さ

れ

た

。

　

日

本

維

新

の

会

は

今

年

７

月

の

参

院

選

の

際

の

個

別

政

策

集

に

、

現

行

の

租

税

特

別

措

置

法

は

複

雑

か

つ

受

益

者

の

偏

り

が

あ

り

、

税

制

全

体

の

公

平

性

や

透

明

性

に

課

題

が

あ

る

と

指

摘

し

て

同

法

を

廃

止

し

、

各

租

税

特

別

措

置

の

要

否

を

ゼ

ロ

ベ

ー

ス

で

見

直

す

こ

と

で

「

簡

素

、

公

平

、

活

力

」

の

税

制

へ

と

転

換

を

図

る

と

の

考

え

を

盛

り

込

ん

で

お

り

、

こ

う

し

た

考

え

を

ベ

ー

ス

に

設

け

ら

れ

た

内

容

と

み

ら

れ

る

。

　

ま

た

、

�

日

に

就

任

し

た

高

市

首

相

の

会

見

で

は

、

消

費

税

に

つ

い

て

言

及

は

な

か

っ

た

が

、

今

後

の

税

制

改

正

に

関

す

る

与

党

の

議

論

で

は

、

⑤

の

記

載

が

あ

る

た

め

、

飲

食

料

品

を

時

限

的

に

消

費

税

の

対

象

と

し

な

い

こ

と

等

の

検

討

が

行

わ

れ

る

見

込

み

だ

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ � �

第３６７２号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



　

国

家

戦

略

特

区

法

に

基

づ

く

「

特

区

民

泊

」

を

推

進

し

て

き

た

大

阪

市

が

、

新

規

受

付

を

停

止

す

る

こ

と

を

決

め

た

。

騒

音

や

ご

み

出

し

の

ト

ラ

ブ

ル

が

後

を

絶

た

ず

、

昨

年

度

、

苦

情

が

約

４

０

０

件

寄

せ

ら

れ

た

と

い

う

★

同

市

は

イ

ン

バ

ウ

ン

ド

需

要

に

対

応

す

る

た

め

、

２

０

１

６

年

に

特

区

民

泊

を

導

入

。

国

内

の

約

９

割

を

占

め

る

施

設

が

集

中

し

て

い

る

。

大

阪

・

関

西

万

博

開

催

中

に

は

、

�

階

建

て

の

新

築

マ

ン

シ

ョ

ン

１

棟

（

２

１

２

戸

）

を

丸

ご

と

特

区

民

泊

と

し

て

営

業

す

る

物

件

も

登

場

し

た

★

特

区

民

泊

の

増

加

は

宿

泊

税

の

増

収

や

、

空

き

家

の

活

用

、

地

域

活

性

化

に

も

つ

な

が

り

、

観

光

客

だ

け

で

な

く

地

域

住

民

に

と

っ

て

も

メ

リ

ッ

ト

を

も

た

ら

し

て

い

た

。

イ

ン

バ

ウ

ン

ド

需

要

を

取

り

込

み

な

が

ら

、

住

民

の

生

活

を

ど

う

守

る

の

か

。

課

題

を

減

ら

し

な

が

ら

事

業

運

営

が

で

き

る

よ

う

な

制

度

・

体

制

を

早

急

に

整

え

て

ほ

し

い

。

（

Ｍ

）

　

会

計

検

査

院

は

�

日

、

譲

渡

制

限

付

無

償

ス

ト

ッ

ク

・

オ

プ

シ

ョ

ン

よ

る

利

益

に

つ

い

て

、

申

告

漏

れ

が

生

じ

て

い

る

恐

れ

が

あ

る

と

の

検

査

結

果

を

公

表

し

た

。

令

和

３

、

４

年

の

２

年

間

で

、

税

制

適

格

ス

ト

ッ

ク

・

オ

プ

シ

ョ

ン

に

お

い

て

約

�

億

円

（

１

１

６

人

）

が

譲

渡

所

得

と

し

て

申

告

さ

れ

て

い

な

い

、

税

制

非

適

格

ス

ト

ッ

ク

・

オ

プ

シ

ョ

ン

に

お

い

て

約

�

億

円

（

�

人

）

が

給

与

収

入

等

と

し

て

適

切

に

計

上

さ

れ

て

い

な

い

蓋

然

性

が

高

い

と

し

て

い

る

。

原

因

と

し

て

は

、

無

申

告

等

の

可

能

性

が

あ

る

納

税

者

情

報

を

国

税

庁

が

十

分

に

活

用

で

き

て

い

な

い

と

し

た

。

国

税

庁

は

検

査

院

の

指

摘

を

受

け

、

す

で

に

改

善

処

置

を

講

じ

て

い

る

。

納

税

者

情

報

を

有

効

活

用

す

る

方

法

な

ど

を

定

め

、

７

年

８

月

に

事

務

連

絡

を

発

出

し

、

各

税

務

署

等

に

周

知

し

て

い

る

。

　

税

制

適

格

ス

ト

ッ

ク

・

オ

プ

シ

ョ

ン

で

は

、

特

定

株

式

の

管

理

を

し

て

い

る

金

融

商

品

取

引

業

者

等

は

、

権

利

行

使

や

譲

渡

等

が

生

じ

た

場

合

、

「

特

定

株

式

等

の

異

動

状

況

に

関

す

る

調

書

」

を

税

務

署

長

に

提

出

す

る

。

国

税

庁

で

は

、

こ

の

調

書

デ

ー

タ

を

も

と

に

、

特

定

株

式

の

譲

渡

所

得

の

無

申

告

が

想

定

さ

れ

る

納

税

義

務

者

を

抽

出

し

て

お

り

、

そ

の

対

象

者

の

譲

渡

所

得

の

見

込

額

等

を

記

載

し

た

「

対

象

者

リ

ス

ト

」

を

作

成

し

て

、

各

税

務

署

等

に

情

報

提

供

し

て

い

る

。

さ

ら

に

、

各

国

税

局

等

及

び

各

税

務

署

等

の

状

況

に

応

じ

て

、

書

面

に

よ

る

「

申

告

の

要

否

の

確

認

」

を

す

る

申

告

確

認

対

象

者

を

各

税

務

署

等

に

選

定

さ

せ

、

そ

の

選

定

し

た

結

果

を

報

告

を

さ

せ

て

い

る

。

ま

た

、

各

税

務

署

等

は

、

選

定

し

た

申

告

確

認

対

象

者

に

申

告

確

認

を

行

い

、

そ

の

後

に

申

告

書

等

が

提

出

さ

れ

な

い

場

合

に

は

、

処

理

方

針

を

定

め

て

接

触

等

を

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

　

税

制

適

格

ス

ト

ッ

ク

・

オ

プ

シ

ョ

ン

に

つ

い

て

、

検

査

院

が

調

査

し

た

対

象

者

リ

ス

ト

１

０

６

４

人

の

う

ち

�

人

は

、

譲

渡

所

得

の

見

込

額

の

算

出

に

必

要

な

所

得

率

が

算

出

で

き

な

い

こ

と

か

ら

、

見

込

額

が

記

載

さ

れ

て

お

ら

ず

、

記

載

さ

れ

て

い

な

い

場

合

の

申

告

確

認

に

つ

い

て

、

国

税

庁

は

対

応

方

針

を

明

確

に

し

て

い

な

か

っ

た

。

そ

の

�

人

の

う

ち

�

人

は

、

対

象

者

リ

ス

ト

に

よ

る

情

報

提

供

が

行

わ

れ

て

い

な

か

っ

た

た

め

、

実

地

調

査

等

の

接

触

に

よ

り

申

告

書

等

が

提

出

さ

れ

た

３

人

を

除

く

�

人

は

、

税

制

適

格

ス

ト

ッ

ク

・

オ

プ

シ

ョ

ン

に

係

る

特

定

株

式

の

譲

渡

を

行

っ

て

い

る

の

に

譲

渡

所

得

と

し

て

申

告

し

て

い

な

い

ま

ま

と

な

っ

て

い

る

蓋

然

性

が

高

い

状

況

と

な

っ

て

い

た

。

　

ま

た

、

国

税

庁

は

、

各

税

務

署

等

に

申

告

確

認

対

象

者

を

選

定

し

た

結

果

に

つ

い

て

報

告

さ

せ

て

い

た

が

、

申

告

確

認

を

実

施

し

た

か

ど

う

か

や

そ

の

後

の

状

況

ま

で

は

報

告

さ

せ

て

い

な

か

っ

た

。

検

査

院

が

調

査

し

た

申

告

確

認

対

象

者

３

５

３

人

の

う

ち

、

７

人

は

申

告

確

認

を

行

っ

て

い

な

い

ま

ま

で

、

�

人

は

申

告

確

認

後

に

申

告

書

等

の

提

出

が

行

わ

れ

て

お

ら

ず

、

こ

れ

ら

�

人

に

つ

い

て

各

税

務

署

等

に

お

い

て

接

触

等

の

処

理

方

針

も

定

め

ら

れ

て

い

な

か

っ

た

。

　

税

制

非

適

格

ス

ト

ッ

ク

・

オ

プ

シ

ョ

ン

で

は

、

付

与

を

行

っ

た

株

式

会

社

は

、

権

利

行

使

が

あ

っ

た

場

合

、

「

新

株

予

約

権

の

行

使

に

関

す

る

調

書

」

を

税

務

署

長

に

提

出

す

る

。

検

査

院

が

、

こ

の

調

書

デ

ー

タ

で

権

利

行

使

時

の

取

得

価

額

が

５

０

０

万

円

以

上

と

な

っ

て

い

た

延

べ

６

８

２

人

に

つ

い

て

、

所

得

税

申

告

書

デ

ー

タ

と

突

合

等

し

た

と

こ

ろ

、

経

済

的

利

益

の

額

が

所

得

税

申

告

書

に

記

載

さ

れ

た

給

与

収

入

等

を

上

回

っ

て

い

る

と

確

認

で

き

た

納

税

義

務

者

�

人

に

つ

い

て

、

税

制

非

適

格

ス

ト

ッ

ク

・

オ

プ

シ

ョ

ン

に

係

る

経

済

的

利

益

の

額

を

給

与

収

入

等

と

し

て

適

正

に

計

上

し

て

い

な

い

蓋

然

性

が

高

い

状

況

と

な

っ

て

い

た

。

し

か

し

、

各

税

務

署

等

に

お

い

て

、

こ

れ

ら

の

状

況

を

把

握

し

て

お

ら

ず

、

適

切

な

申

告

確

認

等

や

接

触

等

が

実

施

さ

れ

な

い

ま

ま

と

な

っ

て

い

た

。

　

公

益

財

団

法

人

全

国

法

人

会

総

連

合

（

斎

藤

保

会

長

）

は

�

日

、

高

知

県

立

県

民

文

化

ホ

ー

ル

で

、

第

�

回

法

人

会

全

国

大

会

（

高

知

大

会

）

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

大

会

に

は

、

国

税

庁

の

江

島

一

彦

長

官

、

高

知

県

の

西

森

裕

哉

副

知

事

、

高

松

国

税

局

の

齋

地

義

孝

局

長

ら

多

数

の

来

賓

が

出

席

し

た

。

全

国

か

ら

１

６

０

０

人

の

企

業

経

営

者

が

集

結

。

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

提

言

の

報

告

や

会

員

増

強

表

彰

な

ど

が

行

わ

れ

、

令

和

６

年

の

会

員

増

強

部

門

に

お

い

て

高

知

県

連

が

全

国

１

位

を

達

成

し

表

彰

さ

れ

た

。

　

大

会

宣

言

で

は

、

国

家

的

課

題

で

あ

る

財

政

健

全

化

、

と

り

わ

け

コ

ロ

ナ

対

策

費

の

償

還

財

源

や

金

利

上

昇

に

伴

う

国

債

の

利

払

い

費

増

加

へ

の

懸

念

な

ど

、

本

格

的

な

歳

出

・

歳

入

の

一

体

的

改

革

を

進

め

る

こ

と

の

重

要

性

を

訴

え

た

。

こ

の

ほ

か

、

深

刻

化

す

る

人

手

不

足

や

ト

ラ

ン

プ

関

税

の

影

響

な

ど

、

中

小

企

業

の

経

営

環

境

が

不

透

明

な

中

、

「

中

小

企

業

の

活

性

化

に

資

す

る

税

制

」

「

事

業

承

継

税

制

の

拡

充

」

等

を

中

心

と

す

る

「

税

制

改

正

に

関

す

る

提

言

」

の

実

現

を

強

く

求

め

た

。

　

な

お

、

式

典

前

に

記

念

講

演

を

開

催

し

、

元

ロ

ー

ソ

ン

ジ

ャ

パ

ン

社

長

の

都

築

冨

士

男

氏

が

「

変

化

の

時

代

の

経

営

・

危

機

を

チ

ャ

ン

ス

に

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

を

行

っ

た

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

「

令

和

６

年

度

に

お

け

る

オ

ン

ラ

イ

ン

（

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

）

手

続

の

利

用

状

況

等

」

を

公

表

し

た

。

　

オ

ン

ラ

イ

ン

利

用

率

は

、

法

人

税

申

告

が

前

年

度

比

２

・

９

㌽

増

の

�

・

１

％

で

、

法

人

税

の

添

付

書

類

を

含

め

た

Ａ

Ｌ

Ｌ

ｅ

―

Ｔ

Ａ

Ｘ

（

主

要

な

別

表

に

加

え

、

財

務

諸

表

等

の

申

告

書

に

添

付

す

べ

き

も

の

と

さ

れ

て

い

る

書

類

が

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

送

信

さ

れ

た

も

の

）

は

同

３

・

９

㌽

増

の

�

・

７

％

、

所

得

税

申

告

は

同

４

・

８

㌽

増

の

�

・

１

％

、

相

続

税

申

告

は

同

�

・

２

㌽

増

の

�

・

３

％

だ

っ

た

。

利

用

率

が

伸

び

悩

み

、

目

標

値

と

実

績

値

の

開

差

が

大

き

か

っ

た

相

続

税

が

、

大

幅

に

増

加

し

て

い

る

。

　

各

申

告

等

の

８

年

度

末

オ

ン

ラ

イ

ン

利

用

率

の

目

標

も

示

さ

れ

て

お

り

、

法

人

税

申

告

は

�

％

、

法

人

税

の

Ａ

Ｌ

Ｌ

ｅ

―

Ｔ

Ａ

Ｘ

は

�

％

、

所

得

税

申

告

は

�

％

、

相

続

税

申

告

は

�

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

は

同

６

・

３

㌽

増

の

�

・

３

％

で

、

８

年

度

末

の

目

標

は

�

％

と

し

て

い

る

（

�

月

�

日

号

３

面

参

照

）

。

　

６

年

度

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

及

び

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

は

順

調

に

拡

大

し

て

お

り

、

こ

れ

ま

で

の

実

績

を

踏

ま

え

、

一

部

の

８

年

度

末

ま

で

の

目

標

値

を

上

方

修

正

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

同

庁

は

�

年

１

月

か

ら

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

利

用

拡

大

に

向

け

た

新

た

な

取

組

み

と

し

て

、

添

付

書

類

等

を

イ

メ

ー

ジ

デ

ー

タ

に

よ

り

提

出

す

る

場

合

の

フ

ァ

イ

ル

形

式

に

つ

い

て

、

Ｐ

Ｄ

Ｆ

形

式

に

加

え

て

Ｊ

Ｐ

Ｅ

Ｇ

（

Ｊ

Ｐ

Ｇ

）

形

式

で

の

提

出

を

可

能

と

す

る

ほ

か

、

送

信

可

能

な

デ

ー

タ

容

量

を

１

送

信

当

た

り

最

大

１

０

０

メ

ガ

バ

イ

ト

程

度

に

拡

大

す

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

税

務

調

査

等

に

お

い

て

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

を

利

用

す

る

と

発

表

し

た

。

令

和

７

年

９

月

以

降

、

デ

ジ

タ

ル

庁

が

提

供

す

る

政

府

共

通

の

業

務

実

施

環

境

で

あ

る

ガ

バ

メ

ン

ト

ソ

リ

ュ

ー

シ

ョ

ン

サ

ー

ビ

ス

（

Ｇ

Ｓ

Ｓ

）

を

順

次

導

入

し

て

お

り

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

に

お

い

て

提

供

さ

れ

る

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

で

あ

る

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

メ

ー

ル

、

Ｗ

ｅ

ｂ

会

議

シ

ス

テ

ム

（

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

　

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

）

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ス

ト

レ

ー

ジ

サ

ー

ビ

ス

（

Ｐ

ｒ

ｉ

ｍ

ｅ

Ｄ

ｒ

ｉ

ｖ

ｅ

）

及

び

ア

ン

ケ

ー

ト

作

成

ツ

ー

ル

（

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

　

Ｆ

ｏ

ｒ

ｍ

ｓ

）

を

必

要

に

応

じ

て

業

務

利

用

す

る

と

し

て

い

る

。

７

年

�

月

よ

り

金

沢

国

税

局

・

福

岡

国

税

局

に

お

い

て

利

用

を

開

始

し

て

お

り

、

そ

の

他

の

国

税

局

に

お

い

て

も

順

次

利

用

を

拡

大

す

る

と

し

て

い

る

。

　

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

の

利

用

に

つ

い

て

は

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

取

組

の

概

要

や

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

利

用

の

流

れ

、

税

務

調

査

等

に

お

け

る

利

用

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

に

よ

り

、

①

税

務

署

等

職

員

と

の

連

絡

に

メ

ー

ル

を

利

用

、

②

大

容

量

デ

ー

タ

の

受

渡

し

に

オ

ン

ラ

イ

ン

ス

ト

レ

ー

ジ

サ

ー

ビ

ス

を

利

用

、

③

税

務

署

等

職

員

と

の

打

ち

合

わ

せ

に

Ｗ

ｅ

ｂ

会

議

を

利

用

、

④

ア

ン

ケ

ー

ト

を

オ

ン

ラ

イ

ン

で

提

供

な

ど

が

可

能

と

な

り

、

①

で

は

メ

ー

ル

、

②

で

は

Ｐ

ｒ

ｉ

ｍ

ｅ

Ｄ

ｒ

ｉ

ｖ

ｅ

、

③

で

は

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

　

Ｔ

ｅ

ａ

ｍ

ｓ

、

④

で

は

Ｍ

ｉ

ｃ

ｒ

ｏ

ｓ

ｏ

ｆ

ｔ

　

Ｆ

ｏ

ｒ

ｍ

ｓ

を

利

用

す

る

。

こ

れ

ら

の

利

用

方

法

を

示

し

た

手

順

書

も

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

の

利

用

に

つ

い

て

は

、

税

務

署

及

び

国

税

局

の

担

当

者

と

利

用

者

双

方

の

合

意

の

下

で

利

用

さ

れ

る

。

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

の

う

ち

、

メ

ー

ル

、

Ｗ

ｅ

ｂ

会

議

シ

ス

テ

ム

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ス

ト

レ

ー

ジ

の

利

用

に

当

た

っ

て

は

、

税

務

署

等

の

担

当

者

か

ら

利

用

者

に

対

し

て

、

利

用

に

関

す

る

意

思

確

認

を

行

い

、

利

用

を

希

望

す

る

場

合

は

、

「

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

の

利

用

に

関

す

る

同

意

事

項

」

の

内

容

に

同

意

し

、

使

用

す

る

メ

ー

ル

ア

ド

レ

ス

な

ど

所

定

の

事

項

を

登

録

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

税

務

調

査

等

で

は

、

必

要

に

応

じ

て

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

を

利

用

す

る

と

し

て

お

り

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

の

利

用

を

希

望

し

た

場

合

で

あ

っ

て

も

、

国

税

当

局

の

判

断

に

よ

り

、

対

面

で

税

務

調

査

等

を

実

施

す

る

場

合

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

は

、

税

務

調

査

の

ほ

か

、

行

政

指

導

、

滞

納

整

理

及

び

査

察

調

査

等

で

も

必

要

に

応

じ

て

利

用

す

る

と

し

て

お

り

、

Ｗ

ｅ

ｂ

会

議

シ

ス

テ

ム

に

つ

い

て

は

、

滞

納

整

理

及

び

査

察

調

査

以

外

で

利

用

す

る

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

９

月

�

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

酒

類

監

理

官

会

議

を

開

催

し

た

。

　

会

議

で

は

、

現

下

の

酒

類

行

政

に

お

い

て

大

き

な

課

題

と

な

っ

て

い

る

「

米

国

関

税

措

置

の

影

響

」

と

「

酒

米

の

不

足

及

び

価

格

高

騰

」

に

関

し

て

議

論

を

行

い

、

各

局

か

ら

把

握

し

て

い

る

事

業

者

の

状

況

等

に

つ

い

て

多

く

の

意

見

が

あ

っ

た

。

　

米

国

関

税

措

置

の

影

響

に

つ

い

て

は

、

「

現

時

点

で

は

米

国

関

税

の

影

響

は

な

い

」

と

い

っ

た

事

業

者

の

声

が

多

か

っ

た

一

方

で

、

清

酒

の

輸

出

が

多

い

地

域

の

事

業

者

の

中

で

は

、

「

８

月

の

輸

出

量

が

対

前

年

比

で

半

減

し

た

。

ま

た

、

米

国

関

税

発

動

（

８

月

）

後

は

受

注

が

鈍

り

、

�

月

以

降

の

輸

出

に

係

る

受

注

が

対

前

年

比

で

減

少

し

た

」

と

の

声

も

あ

っ

た

。

　

酒

米

の

不

足

及

び

価

格

高

騰

の

影

響

に

つ

い

て

は

、

「

酒

米

の

主

要

産

地

で

な

い

都

道

府

県

の

中

に

は

、

他

県

か

ら

購

入

し

な

く

て

は

な

ら

な

い

た

め

、

酒

米

の

確

保

に

苦

慮

し

て

い

る

県

も

あ

る

」

と

の

発

言

の

ほ

か

、

「

酒

造

好

適

米

の

仕

入

額

は

前

年

比

で

高

騰

し

て

お

り

、

掛

米

等

に

使

用

す

る

加

工

米

の

価

格

も

２

倍

程

度

と

な

っ

て

い

る

」

「

農

家

の

酒

米

作

り

か

ら

主

食

用

米

作

り

へ

の

転

作

の

傾

向

が

続

く

こ

と

も

考

え

ら

れ

る

た

め

、

今

年

は

酒

米

を

確

保

で

き

て

い

て

も

来

年

以

降

は

不

安

と

い

う

声

も

あ

る

」

な

ど

、

厳

し

い

現

状

が

浮

き

彫

り

に

な

っ

た

。

　

こ

う

し

た

各

局

の

発

言

を

踏

ま

え

、

同

庁

は

、

令

和

８

年

度

概

算

要

求

に

お

い

て

「

米

国

関

税

措

置

へ

の

対

応

強

化

及

び

酒

米

の

不

足

や

価

格

高

騰

に

対

応

し

た

酒

蔵

支

援

強

化

に

必

要

な

経

費

」

を

事

項

要

求

し

て

い

る

ほ

か

、

米

国

向

け

輸

出

や

輸

出

先

多

角

化

へ

の

さ

ら

な

る

支

援

や

、

自

治

体

に

対

す

る

「

重

点

支

援

地

方

交

付

金

」

に

よ

る

原

料

米

価

格

高

騰

へ

の

資

金

助

成

支

援

等

の

要

望

、

原

料

米

等

の

価

格

高

騰

分

の

酒

類

販

売

価

格

へ

の

転

嫁

に

向

け

た

環

境

整

備

な

ど

の

取

組

み

に

つ

い

て

、

他

省

庁

と

連

携

し

な

が

ら

対

応

し

て

い

く

方

針

だ

。

　

国

税

庁

は

７

、

８

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

調

査

査

察

部

長

会

議

を

行

っ

た

。

　

調

査

課

関

係

で

は

、

「

調

査

課

の

役

割

を

踏

ま

え

た

事

務

運

営

の

推

進

」

「

調

査

部

に

お

け

る

Ｄ

Ｘ

の

推

進

」

「

国

際

課

税

に

お

け

る

課

題

へ

の

対

応

」

「

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

・

Ｇ

Ｓ

Ｓ

導

入

後

の

調

査

等

の

事

務

運

営

」

な

ど

に

つ

い

て

議

論

。

査

察

課

関

係

で

は

、

「

国

際

化

へ

の

対

応

」

「

査

察

事

務

に

お

け

る

デ

ジ

タ

ル

化

の

取

組

推

進

」

「

将

来

に

わ

た

っ

て

査

察

の

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

を

維

持

・

向

上

さ

せ

る

た

め

の

人

材

等

に

関

す

る

取

組

推

進

」

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

　

ま

ず

、

調

査

課

関

係

の

「

調

査

課

の

役

割

を

踏

ま

え

た

事

務

運

営

の

推

進

」

で

は

、

「

リ

ス

ク

・

ベ

ー

ス

・

ア

プ

ロ

ー

チ

（

Ｒ

Ｂ

Ａ

）

」

の

基

本

方

針

の

下

、

調

査

課

の

役

割

を

踏

ま

え

た

事

務

運

営

を

一

層

推

進

し

て

い

く

こ

と

を

確

認

。

①

租

税

回

避

行

為

、

②

海

外

へ

の

所

得

移

転

、

③

不

正

計

算

、

④

消

費

税

を

重

点

的

に

取

り

組

む

べ

き

分

野

と

し

て

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

く

た

め

の

評

価

指

標

の

運

用

を

令

和

６

事

務

年

度

か

ら

本

格

的

に

実

施

し

て

お

り

、

１

年

間

効

果

的

に

用

い

ら

れ

た

か

ど

う

か

な

ど

に

つ

い

て

各

局

間

で

意

見

を

交

換

し

、

運

用

方

針

及

び

調

査

事

務

に

係

る

取

組

方

針

を

議

論

し

た

。

　

ま

た

、

成

長

分

野

に

関

与

し

て

い

る

大

法

人

に

つ

い

て

、

課

税

リ

ス

ク

を

見

据

え

積

極

的

に

情

報

収

集

を

行

い

、

そ

の

情

報

を

組

織

全

体

に

還

元

す

る

こ

と

で

組

織

内

の

波

及

効

果

を

狙

う

〝

戦

略

的

な

情

報

企

画

〟

に

係

る

取

組

状

況

に

つ

い

て

、

同

庁

か

ら

説

明

が

あ

っ

た

。

「

国

際

課

税

に

お

け

る

課

題

へ

の

対

応

」

で

は

、

複

雑

な

取

引

が

増

加

し

て

い

る

中

で

、

国

際

専

担

部

署

で

は

６

事

務

年

度

か

ら

移

転

価

格

調

査

に

力

を

入

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

事

務

運

営

の

評

価

及

び

各

種

取

組

か

ら

把

握

さ

れ

て

い

る

検

討

課

題

へ

の

対

応

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

引

き

続

き

、

都

市

４

局

を

中

心

に

、

専

門

性

を

強

化

す

る

と

と

も

に

リ

ス

ク

管

理

を

見

直

し

、

よ

り

深

度

あ

る

調

査

を

行

っ

て

い

く

方

針

だ

。

「

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

・

Ｇ

Ｓ

Ｓ

導

入

後

の

調

査

等

の

事

務

運

営

」

で

は

、

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

・

Ｇ

Ｓ

Ｓ

の

導

入

後

も

、

現

在

運

用

し

て

い

る

「

法

人

情

報

管

理

統

合

シ

ス

テ

ム

」

（

税

務

リ

ス

ク

に

応

じ

た

接

触

方

法

や

、

調

査

す

る

上

で

の

重

点

項

目

を

絞

り

込

む

リ

ス

ク

評

価

シ

ス

テ

ム

）

を

し

っ

か

り

稼

働

さ

せ

、

同

シ

ス

テ

ム

の

ユ

ー

ザ

ビ

リ

テ

ィ

を

い

か

に

上

げ

て

い

く

か

に

つ

い

て

同

庁

か

ら

説

明

が

あ

っ

た

。

　

他

方

、

査

察

課

関

係

で

は

、

「

国

際

化

へ

の

対

応

」

に

つ

い

て

議

論

。

租

税

条

約

等

に

基

づ

く

情

報

交

換

制

度

等

を

活

用

し

て

積

極

的

に

取

り

組

む

こ

と

と

し

て

お

り

、

各

局

が

取

組

状

況

等

に

つ

い

て

意

見

を

交

換

し

た

。

「

査

察

事

務

に

お

け

る

デ

ジ

タ

ル

化

の

取

組

推

進

」

で

は

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

や

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

の

導

入

に

つ

い

て

同

庁

が

説

明

。

国

税

犯

則

調

査

手

続

に

つ

い

て

は

、

７

年

度

税

制

改

正

大

綱

の

中

で

、

「

８

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

、

刑

事

手

続

の

デ

ジ

タ

ル

化

と

の

一

体

性

に

配

慮

し

つ

つ

、

国

税

犯

則

調

査

手

続

の

デ

ジ

タ

ル

化

に

対

応

す

る

た

め

の

制

度

の

詳

細

に

つ

い

て

結

論

を

得

る

」

と

さ

れ

た

こ

と

か

ら

、

こ

れ

ま

で

書

面

で

行

っ

て

き

た

各

種

犯

則

調

査

手

続

を

デ

ジ

タ

ル

化

す

る

方

向

で

検

討

を

行

っ

て

い

る

。

デ

ジ

タ

ル

化

に

よ

る

査

察

の

現

場

で

の

影

響

は

非

常

に

大

き

い

た

め

、

将

来

的

な

犯

則

調

査

手

続

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

見

据

え

た

査

察

事

務

の

効

率

化

・

高

度

化

に

つ

い

て

、

同

庁

か

ら

説

明

が

あ

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

将

来

に

わ

た

っ

て

査

察

の

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

を

維

持

・

向

上

さ

せ

る

た

め

、

そ

の

基

盤

と

な

る

人

材

に

関

す

る

取

組

み

な

ど

今

後

推

進

す

べ

き

中

長

期

的

な

取

組

等

に

つ

い

て

、

各

局

と

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



国税庁

の幹部

に聞く

徴収部長

山崎　博之

　

―

―

今

事

務

年

度

の

管

理

運

営

事

務

に

お

け

る

取

組

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

―

―

今

事

務

年

度

の

徴

収

事

務

に

お

け

る

取

組

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

―

―

大

口

・

悪

質

な

滞

納

事

案

へ

の

対

応

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

や

ま

さ

き

・

ひ

ろ

ゆ

き

　

平

成

元

年

国

税

庁

入

庁

、

８

年

秋

田

北

税

務

署

長

、

�

年

東

京

国

税

局

調

査

第

一

部

長

、

�

年

国

税

庁

企

画

課

情

報

技

術

室

長

、

�

年

国

税

庁

広

報

広

聴

室

長

、

令

和

２

年

大

阪

国

税

局

総

務

部

長

、

３

年

国

税

庁

個

人

課

税

課

長

、

４

年

国

税

庁

課

税

総

括

課

長

、

６

年

熊

本

国

税

局

長

、

７

年

７

月

か

ら

現

職

。

　

管

理

運

営

事

務

は

、

納

税

者

の

申

告

・

申

請

等

の

情

報

の

管

理

や

国

税

の

収

納

・

還

付

に

関

す

る

事

務

を

所

掌

し

て

い

ま

す

。

こ

れ

ら

の

事

務

は

納

税

者

の

権

利

や

義

務

に

直

接

影

響

を

及

ぼ

す

も

の

で

あ

る

た

め

、

厳

正

か

つ

的

確

に

事

務

処

理

を

実

施

す

る

の

は

も

と

よ

り

、

社

会

全

体

の

最

適

化

に

資

す

る

よ

う

円

滑

な

実

施

に

努

め

て

い

ま

す

。

　

現

在

、

国

税

庁

で

は

、

経

済

社

会

や

技

術

環

境

が

目

ま

ぐ

る

し

く

変

化

す

る

中

、

引

き

続

き

納

税

者

の

皆

様

か

ら

の

理

解

と

信

頼

を

得

て

い

く

た

め

に

、

あ

る

べ

き

「

税

務

行

政

の

将

来

像

」

の

実

現

に

向

け

て

、

様

々

な

Ｄ

Ｘ

や

Ｂ

Ｐ

Ｒ

に

取

り

組

ん

で

お

り

、

管

理

運

営

課

で

は

、

特

に

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

取

り

組

ん

で

い

ま

す

。

　

今

事

務

年

度

は

、

特

に

、

納

付

件

数

全

体

に

占

め

る

割

合

が

高

く

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

メ

リ

ッ

ト

の

大

き

い

源

泉

所

得

税

に

つ

い

て

、

積

極

的

な

利

用

勧

奨

に

取

り

組

ん

で

お

り

、

国

税

当

局

と

関

係

団

体

等

の

皆

様

が

一

つ

の

目

標

を

共

有

し

、

連

携

し

て

取

り

組

め

る

よ

う

、

「

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

」

の

目

標

値

（

令

和

８

年

度

ま

で

に

�

％

を

予

定

）

を

新

た

に

設

定

し

ま

し

た

。

ま

た

、

こ

の

目

標

を

後

押

し

す

る

ツ

ー

ル

と

し

て

、

令

和

７

年

３

月

に

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

体

験

コ

ー

ナ

ー

」

を

開

設

し

て

お

り

ま

す

。

こ

の

体

験

コ

ー

ナ

ー

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

徴

収

高

計

算

書

の

作

成

か

ら

、

デ

ー

タ

の

送

信

、

納

付

ま

で

の

一

連

の

手

続

を

体

験

す

る

中

で

、

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

を

実

感

し

て

い

た

だ

け

る

も

の

で

、

金

融

機

関

等

の

部

内

研

修

な

ど

に

活

用

い

た

だ

い

て

い

ま

す

。

　

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

は

、

納

税

者

に

と

っ

て

便

利

な

だ

け

で

な

く

、

滞

納

の

未

然

防

止

に

も

つ

な

が

り

ま

す

。

例

え

ば

、

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

の

「

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

」

機

能

を

利

用

い

た

だ

く

と

、

別

途

納

付

指

図

を

行

う

こ

と

な

く

、

法

定

納

期

限

に

自

動

で

口

座

振

替

に

よ

り

納

付

で

き

る

の

で

、

納

付

忘

れ

防

止

に

な

り

ま

す

。

ま

た

、

「

予

納

ダ

イ

レ

ク

ト

」

機

能

を

利

用

い

た

だ

く

と

、

納

期

限

前

に

、

定

期

的

に

均

等

額

で

分

割

納

付

を

し

た

り

、

収

入

時

期

に

応

じ

て

任

意

の

タ

イ

ミ

ン

グ

で

納

付

す

る

こ

と

が

で

き

、

申

告

時

に

一

括

で

納

税

資

金

を

準

備

す

る

負

担

を

軽

減

で

き

ま

す

。

　

令

和

６

年

度

の

租

税

滞

納

状

況

に

つ

い

て

は

、

徴

収

決

定

済

額

が

増

加

（

過

去

最

高

）

し

た

こ

と

を

一

因

と

し

て

、

整

理

済

額

を

上

回

る

新

規

滞

納

が

発

生

し

た

こ

と

も

あ

り

、

滞

納

整

理

中

の

も

の

の

額

が

、

全

税

目

で

９

７

１

４

億

円

、

前

年

度

よ

り

４

３

７

億

円

（

＋

４

・

７

％

）

増

加

、

消

費

税

で

３

９

５

６

億

円

、

前

年

度

よ

り

３

７

５

億

円

（

＋

�

・

５

％

）

増

加

し

ま

し

た

。

　

こ

う

し

た

状

況

も

踏

ま

え

、

当

庁

で

は

、

滞

納

の

未

然

防

止

に

つ

い

て

、

①

　

チ

ラ

シ

、

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

や

Ｓ

Ｎ

Ｓ

等

の

活

用

、

各

種

説

明

会

等

を

通

じ

た

期

限

内

納

付

に

関

す

る

広

報

・

周

知

、

②

　

税

理

士

等

や

金

融

機

関

等

と

連

携

し

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

は

じ

め

、

多

様

な

納

付

手

段

の

利

用

勧

奨

、

③

　

予

納

ダ

イ

レ

ク

ト

の

活

用

等

に

よ

る

、

計

画

的

な

納

税

資

金

準

備

の

呼

び

掛

け

、

④

　

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

等

に

よ

る

個

々

の

納

税

者

へ

の

納

期

限

前

後

の

納

付

指

導

、

な

ど

の

取

組

に

努

め

て

い

る

ほ

か

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

開

設

し

て

い

る

「

納

税

に

関

す

る

総

合

案

内

」

に

こ

れ

ら

の

情

報

を

集

約

し

、

納

税

者

の

方

の

ス

ム

ー

ズ

な

ア

ク

セ

ス

を

可

能

に

し

て

い

ま

す

。

　

ま

た

、

滞

納

整

理

に

当

た

っ

て

は

、

納

税

者

個

々

の

実

情

を

十

分

に

踏

ま

え

つ

つ

、

法

令

等

に

基

づ

き

、

①

　

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

に

お

い

て

は

、

新

規

発

生

滞

納

事

案

を

幅

広

く

所

掌

し

て

、

早

期

か

つ

集

中

的

に

効

果

的

・

効

率

的

な

催

告

を

実

施

し

、

②

　

国

税

局

・

税

務

署

で

は

、

大

口

・

悪

質

事

案

や

処

理

困

難

事

案

に

対

し

て

重

点

的

に

厳

正

・

的

確

な

滞

納

処

分

等

を

行

う

ほ

か

、

③

　

消

費

税

滞

納

を

含

む

滞

納

事

案

の

完

結

に

向

け

た

確

実

な

処

理

を

行

う

な

ど

に

よ

り

、

適

切

に

対

応

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

上

記

の

ほ

か

、

徴

収

事

務

に

お

い

て

も

Ａ

Ｉ

・

デ

ー

タ

分

析

等

に

よ

る

徴

収

事

務

の

効

率

化

・

高

度

化

に

取

り

組

ん

で

い

ま

す

。

国

税

局

や

税

務

署

で

は

、

電

話

や

臨

場

、

文

書

な

ど

で

滞

納

者

に

連

絡

を

取

っ

て

い

ま

す

が

、

様

々

な

理

由

に

よ

り

滞

納

者

に

接

触

で

き

な

い

場

合

が

あ

り

ま

す

。

そ

こ

で

、

滞

納

者

に

接

触

で

き

る

可

能

性

の

高

い

方

法

を

Ａ

Ｉ

で

予

測

す

る

モ

デ

ル

を

構

築

し

、

効

率

的

な

滞

納

整

理

の

実

施

を

目

指

し

て

い

ま

す

。

　

　

ま

た

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

に

お

い

て

は

、

個

々

の

滞

納

者

の

情

報

や

過

去

の

架

電

履

歴

等

の

デ

ー

タ

を

分

析

し

、

滞

納

者

が

電

話

に

応

答

す

る

可

能

性

の

高

い

曜

日

・

時

間

帯

を

予

測

す

る

モ

デ

ル

を

構

築

し

、

効

果

的

に

架

電

す

る

取

組

を

行

っ

て

い

ま

す

。

　

大

口

・

悪

質

事

案

に

対

し

て

は

、

捜

索

、

差

押

え

、

公

売

等

の

滞

納

処

分

を

的

確

に

実

施

し

、

特

に

、

財

産

の

隠

蔽

等

に

よ

り

滞

納

処

分

の

執

行

を

免

れ

よ

う

と

す

る

事

案

に

つ

い

て

は

、

滞

納

処

分

免

脱

罪

の

告

発

を

行

う

な

ど

、

厳

正

に

対

処

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

国

際

的

な

徴

収

回

避

に

対

し

て

は

、

今

後

も

国

外

送

金

等

調

書

や

Ｃ

Ｒ

Ｓ

（

共

通

報

告

基

準

）

情

報

な

ど

に

よ

り

国

外

財

産

を

把

握

す

る

と

と

も

に

、

確

実

に

租

税

条

約

等

に

基

づ

く

徴

収

共

助

を

要

請

す

る

な

ど

、

引

き

続

き

国

際

的

な

滞

納

事

案

に

対

す

る

徴

収

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

　

そ

の

他

、

処

理

の

困

難

性

が

想

定

さ

れ

る

事

案

に

対

し

て

は

、

広

域

運

営

に

よ

る

支

援

、

適

時

の

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

チ

ー

ム

編

成

な

ど

で

組

織

的

に

対

応

す

る

と

と

も

に

、

訴

訟

に

よ

る

解

決

が

必

要

な

事

案

に

つ

い

て

は

、

詐

害

行

為

取

消

訴

訟

や

差

押

債

権

取

立

訴

訟

等

を

提

起

す

る

な

ど

、

法

的

手

段

を

積

極

的

に

活

用

し

て

、

期

限

内

に

納

付

し

た

納

税

者

と

の

公

平

の

確

保

に

努

め

て

ま

い

り

ま

す

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　「別段の定め」とは、その条項で定められている内容とは異

なる趣旨の定めをいうものとされます。「別段の定め」が置か

れているときは、「別段の定め」がその条項で定められたもの

とは異なる規定であることを前提に、その条項に優先して適用

されることになります。

　所得税法第�条第１項及び第２項には、いずれも「別段の定

めがあるものを除き」との文言がありますので、同各項で規定

される必要経費とは別の取扱いとなる必要経費を定めた条項が

あることを示しています。必要経費の「別段の定め」は、所得

税法に規定されるほか、所得税法第�条（各種所得の範囲及び

その金額の計算の細目）の委任を受けて所得税法施行令に規定

されるもの、また、租税特別措置法に規定される特例もあり、

多数の規定が置かれています。

　いずれの規定も、所得税法第�条に優先して適用されるので

すが、必要経費に算入する時期や金額に違いがあったり、手続

面に制約が課されるなど、一般的な必要経費とはその取扱いが

異なります。例えば、親族に給料を支払うケースでは、その親

族が同一生計であるか否かにより全く違った処理になるので

す。「別段の定め」があるにも関わらず、うっかり通常の必要

経費と同様の処理をしてしまい、その後修正を余儀なくされ余

分な税負担を求められたり、確定申告の際にその「別段の定め」

を選択しなかったばかりに税の軽減適用を受けられなかったり

するなど、所得金額（利益）だけでなく税額計算にも影響する

ので注意を払わなければなりません。

　「別段の定め」を例示すると、以下のとおりです。

⑴　所得税法に規定されるもの

　家事関連費等の必要経費不算入等（所法�）、所得税額から

控除する外国税額の必要経費不算入（所法�）、資産損失の必

要経費算入（所法�）、貸倒引当金（所法�）、退職給与引当

金（所法�）、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経

費の特例（所法�）、事業に専従する親族がある場合の必要経

費の特例等（所法�）、事業を廃止した場合の必要経費の特例

（所法�）、小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期（所法

�）など

⑵　所得税法施行令に規定されるもの

　特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入（所令１６７

の２）、（資本的支出（所令１８１）、資産に係る控除対象外消

費税額等の必要経費算入（所令１８２の２）など

⑶　租税特別措置法に規定される特例

　減価償却費の特例（措法�の２の２～�、�）、各種準備金

等（措法�～�の３）、社会保険診療報酬の所得計算の特例（措

法�）、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例（措置�）

など

　

前

回

説

明

し

た

よ

う

に

、

シ

ャ

ウ

プ

税

制

は

、

個

人

の

資

産

移

転

（

譲

渡

）

に

つ

い

て

、

そ

れ

が

有

償

で

あ

れ

、

無

償

（

相

続

、

贈

与

も

含

む

。

）

で

あ

れ

、

当

該

資

産

に

係

る

キ

ャ

ピ

タ

ル

・

ゲ

イ

ン

を

精

算

課

税

（

譲

渡

所

得

課

税

）

す

る

こ

と

に

し

た

。

　

筆

者

は

、

新

潟

県

の

相

続

税

は

縁

の

な

さ

そ

う

な

山

村

で

育

っ

た

が

、

小

学

生

の

頃

、

近

所

で

葬

式

が

あ

る

と

、

「

親

父

さ

ん

が

亡

く

な

っ

て

、

相

続

税

が

大

変

だ

！

」

と

い

う

話

を

よ

く

聞

か

さ

れ

た

こ

と

が

あ

る

。

そ

の

後

、

税

務

職

員

に

な

っ

て

、

あ

の

と

き

の

話

は

、

「

所

得

税

の

こ

と

」

か

と

納

得

が

で

き

た

。

戦

後

の

超

イ

ン

フ

レ

の

後

、

農

地

も

山

林

も

暴

騰

し

て

い

た

で

あ

ろ

う

か

ら

、

大

黒

柱

が

亡

く

な

っ

た

上

に

、

譲

渡

所

得

税

が

課

さ

れ

る

の

は

さ

ぞ

大

変

で

あ

っ

た

こ

と

と

思

う

。

　

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

譲

渡

所

得

課

税

は

、

国

民

感

情

に

そ

ぐ

わ

な

い

こ

と

も

あ

っ

て

、

昭

和

�

年

の

所

得

税

法

改

正

で

は

、

相

続

及

び

相

続

人

に

対

す

る

遺

贈

に

よ

る

資

産

の

移

転

に

つ

い

て

は

、

譲

渡

所

得

課

税

は

行

わ

な

い

こ

と

と

し

、

相

続

人

又

は

受

遺

者

に

被

相

続

人

の

取

得

価

額

を

引

き

継

が

せ

、

実

際

に

譲

渡

さ

れ

た

と

き

ま

で

課

税

の

延

期

を

図

る

こ

と

と

し

た

。

　

こ

の

よ

う

な

措

置

は

、

昭

和

�

年

の

所

得

税

法

改

正

で

も

、

包

括

遺

贈

に

も

適

用

さ

れ

る

こ

と

と

な

り

、

昭

和

�

年

の

所

得

税

法

改

正

で

は

、

相

続

人

に

対

す

る

死

因

遺

贈

に

も

適

用

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

　

次

い

で

、

昭

和

�

年

の

所

得

税

法

改

正

で

は

、

一

般

の

個

人

に

対

す

る

遺

贈

・

贈

与

及

び

低

額

譲

渡

に

つ

い

て

は

、

贈

与

等

し

た

者

が

税

務

署

長

に

対

し

、

譲

渡

所

得

課

税

を

受

け

な

い

旨

の

書

面

を

提

出

す

る

こ

と

に

よ

り

、

そ

の

課

税

を

延

期

す

る

措

置

が

取

ら

れ

た

。

そ

し

て

、

昭

和

�

年

の

所

得

税

法

改

正

で

は

、

こ

の

書

面

提

出

も

不

要

と

な

り

現

行

の

よ

う

な

制

度

と

な

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

制

度

で

留

意

す

べ

き

こ

と

は

、

個

人

間

の

無

償

に

よ

る

資

産

移

転

に

つ

い

て

は

、

相

続

人

、

受

益

者

等

が

、

被

相

続

人

、

贈

与

者

等

の

取

得

価

額

を

引

き

継

ぐ

こ

と

と

し

、

当

該

資

産

を

実

際

に

譲

渡

し

た

と

き

に

、

前

所

有

者

が

得

て

い

た

キ

ャ

ピ

タ

ル

・

ゲ

イ

ン

も

あ

わ

せ

、

譲

渡

所

得

課

税

さ

れ

る

と

い

う

、

課

税

の

繰

延

べ

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

　

し

た

が

っ

て

こ

の

よ

う

な

課

税

の

繰

延

べ

が

期

待

で

き

な

い

個

人

の

法

人

に

対

す

る

無

償

等

贈

与

に

つ

い

て

は

、

そ

の

段

階

で

譲

渡

所

得

課

税

を

行

う

必

要

が

あ

る

こ

と

に

な

る

。

そ

の

規

定

が

所

得

税

法

�

条

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

所

得

税

法

�

条

１

項

は

、

次

の

よ

う

に

定

め

て

い

る

。

　

「

次

に

掲

げ

る

事

由

に

よ

り

居

住

者

の

有

す

る

山

林

（

〈

略

〉

）

又

は

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

資

産

の

移

転

が

あ

っ

た

場

合

に

は

、

そ

の

者

の

山

林

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

又

は

雑

所

得

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

そ

の

事

由

が

生

じ

た

と

き

に

、

そ

の

と

き

に

お

け

る

価

額

に

相

当

す

る

金

額

に

よ

り

、

こ

れ

ら

の

資

産

の

譲

渡

が

あ

っ

た

も

の

と

み

な

す

。

　

一

、

贈

与

（

法

人

に

対

す

る

も

の

に

限

る

。

）

又

は

相

続

（

限

定

承

認

に

係

る

も

の

に

限

る

。

）

若

し

く

は

遺

贈

（

法

人

に

対

す

る

も

の

及

び

個

人

に

対

す

る

包

括

遺

贈

の

う

ち

限

定

承

認

に

係

る

も

の

に

限

る

。

）

　

二

、

著

し

く

低

い

価

額

の

対

価

と

し

て

政

令

で

定

め

る

額

に

よ

る

譲

渡

（

法

人

に

対

す

る

も

の

に

限

る

。

）

」

　

二

の

「

政

令

で

定

め

る

額

」

は

、

「

そ

の

資

産

の

譲

渡

の

時

に

お

け

る

価

額

の

二

分

の

一

に

満

た

な

い

金

額

」

で

あ

る

（

所

令

１

６

９

）

。

　

こ

の

よ

う

な

規

定

に

関

し

、

実

務

上

、

最

も

問

題

と

な

る

の

が

非

上

場

株

式

等

を

無

償

（

低

額

）

譲

渡

し

た

場

合

の

「

そ

の

時

の

価

額

」

の

解

釈

で

あ

る

。

こ

の

点

に

関

し

て

は

、

相

続

税

及

び

贈

与

に

係

る

財

産

評

価

基

本

通

達

（

評

価

通

達

）

が

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

「

時

価

」

の

評

価

方

法

を

詳

細

に

定

め

て

い

る

と

こ

ろ

、

所

得

税

の

実

務

に

お

い

て

も

、

そ

の

取

扱

い

を

準

用

し

て

き

た

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

そ

れ

を

明

確

に

し

た

の

が

、

平

成

�

年

に

設

け

ら

れ

た

所

得

税

基

本

通

達

�

―

６

で

あ

る

。

　

こ

の

通

達

が

評

価

通

達

を

準

用

す

る

場

合

に

、

「

同

族

株

主

」

の

判

定

を

譲

渡

段

階

で

行

う

こ

と

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

そ

れ

を

一

層

明

確

に

し

た

の

が

最

高

裁

令

和

２

年

３

月

�

日

判

決

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

、

シ

ャ

ウ

プ

税

制

以

降

の

経

緯

に

照

ら

し

当

然

の

こ

と

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

最

近

、

法

人

税

基

本

通

達

が

評

価

通

達

を

準

用

す

る

場

合

に

、

文

理

上

そ

う

な

っ

て

い

な

い

が

所

得

税

と

同

じ

に

扱

う

べ

き

と

す

る

声

を

聞

く

が

、

本

稿

を

参

考

に

し

て

い

た

だ

き

た

い

も

の

で

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

本

書

は

、

企

業

の

経

理

担

当

者

が

、

法

人

税

申

告

書

を

作

成

す

る

た

め

に

、

日

常

の

税

務

・

会

計

処

理

及

び

決

算

に

際

し

て

注

意

す

べ

き

事

項

や

誤

り

や

す

い

問

題

点

等

に

つ

い

て

、

各

種

事

例

を

豊

富

に

取

り

入

れ

実

務

に

即

し

て

わ

か

り

や

す

く

解

説

。

法

人

税

に

お

け

る

重

要

事

項

を

よ

り

詳

し

く

体

系

的

に

理

解

す

る

た

め

の

解

説

書

と

し

て

、

ま

た

、

一

連

の

決

算

事

務

の

た

め

の

実

務

書

と

し

て

幅

広

く

活

用

で

き

る

必

携

書

。

　

今

回

の

改

訂

に

あ

た

っ

て

は

、

成

長

意

欲

の

高

い

中

小

企

業

の

設

備

投

資

を

促

進

し

地

域

経

済

に

好

循

環

を

生

み

出

す

た

め

の

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

拡

充

、

新

リ

ー

ス

会

計

基

準

の

導

入

に

伴

う

法

令

及

び

通

達

の

整

備

、

防

衛

力

強

化

に

係

る

財

源

確

保

の

た

め

の

防

衛

特

別

法

人

税

の

創

設

及

び

外

国

関

係

会

社

に

係

る

所

得

の

課

税

の

特

例

（

外

国

子

会

社

合

算

税

制

）

の

見

直

し

等

と

い

っ

た

令

和

７

年

度

税

制

改

正

を

織

り

込

み

更

に

内

容

を

充

実

。

　

各

項

目

に

「

実

務

の

ポ

イ

ン

ト

」

「

決

算

実

務

に

対

す

る

ア

ド

バ

イ

ス

」

を

掲

げ

て

わ

か

り

や

す

く

説

明

。

法

人

税

申

告

書

等

を

作

成

す

る

際

の

「

法

人

税

申

告

書

等

の

チ

ェ

ッ

ク

ポ

イ

ン

ト

」

も

掲

載

。

　

Ｂ

５

判

、

１

７

６

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

６

２

７

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

修

正

申

告

の

提

出

で

納

付

す

べ

き

こ

と

と

な

っ

た

消

費

税

等

の

額

は

、

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

日

の

属

す

る

年

分

の

必

要

経

費

に

算

入

さ

れ

る

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

消

費

税

等

の

修

正

申

告

で

新

た

に

納

付

す

べ

き

こ

と

と

な

っ

た

消

費

税

等

の

額

を

修

正

申

告

に

係

る

課

税

期

間

と

同

一

年

分

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

に

算

入

し

て

所

得

税

等

の

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

そ

の

年

に

債

務

の

確

定

し

な

い

も

の

は

必

要

経

費

に

算

入

す

べ

き

金

額

か

ら

除

か

れ

て

お

り

、

当

該

年

分

の

必

要

経

費

に

は

算

入

さ

れ

な

い

と

し

て

、

所

得

税

等

の

更

正

処

分

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

原

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

日

の

属

す

る

年

分

の

必

要

経

費

に

算

入

さ

れ

る

と

し

て

請

求

人

の

主

張

を

退

け

た

（

令

和

７

年

３

月

３

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

は

コ

ン

ク

リ

ー

ト

建

造

物

の

建

設

に

使

用

す

る

型

枠

の

製

造

卸

売

業

を

営

む

個

人

事

業

者

。

税

込

経

理

方

式

を

採

用

し

て

お

り

、

令

和

２

年

分

お

よ

び

３

年

分

（

本

件

各

年

分

）

の

所

得

税

等

の

各

確

定

申

告

書

、

４

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

書

を

い

ず

れ

も

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

提

出

し

て

い

た

。

　

ま

た

、

請

求

人

は

令

和

２

年

課

税

期

間

お

よ

び

３

年

課

税

期

間

（

本

件

各

課

税

期

間

）

の

消

費

税

等

の

各

確

定

申

告

書

、

４

年

課

税

期

間

の

消

費

税

等

の

確

定

申

告

書

を

い

ず

れ

も

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

提

出

し

て

い

た

。

　

原

処

分

庁

の

調

査

担

当

職

員

は

５

年

�

月

�

日

、

本

件

各

年

分

お

よ

び

４

年

分

の

所

得

税

等

、

本

件

各

課

税

期

間

お

よ

び

４

年

課

税

期

間

の

消

費

税

等

に

つ

い

て

調

査

を

開

始

し

た

。

　

請

求

人

は

５

年

�

月

�

日

、

原

処

分

庁

に

本

件

各

年

分

お

よ

び

４

年

分

の

所

得

税

等

に

係

る

各

修

正

申

告

書

と

本

件

各

課

税

期

間

お

よ

び

４

年

課

税

期

間

の

消

費

税

等

に

係

る

各

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

。

な

お

、

本

件

各

課

税

期

間

お

よ

び

４

年

課

税

期

間

の

消

費

税

等

に

係

る

各

修

正

申

告

書

の

提

出

で

、

新

た

に

納

付

す

べ

き

各

消

費

税

等

の

額

が

増

加

し

、

本

件

各

年

分

お

よ

び

４

年

分

の

所

得

税

等

の

各

修

正

申

告

書

に

、

新

た

に

納

付

す

べ

き

各

消

費

税

等

の

額

が

そ

れ

ぞ

れ

対

応

す

る

年

分

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

に

算

入

さ

れ

て

い

た

（

新

た

に

納

付

す

べ

き

各

消

費

税

等

の

額

の

う

ち

本

件

各

年

分

に

係

る

も

の

を

あ

わ

せ

て

「

本

件

各

消

費

税

額

」

、

４

年

分

に

係

る

も

の

を

「

４

年

消

費

税

額

」

と

い

う

）

。

　

原

処

分

庁

は

６

年

３

月

�

日

付

で

本

件

各

年

分

の

修

正

申

告

に

係

る

過

少

申

告

加

算

税

の

各

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

ま

た

、

６

年

６

月

�

日

付

で

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

の

各

更

正

処

分

を

し

た

。

４

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

は

、

更

正

処

分

を

し

て

い

な

い

。

　

請

求

人

は

６

年

９

月

４

日

、

原

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

本

件

各

消

費

税

額

を

本

件

各

年

分

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

に

算

入

で

き

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

に

算

入

す

べ

き

費

用

に

係

る

債

務

の

確

定

時

期

に

つ

い

て

は

、

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

時

点

で

判

断

す

べ

き

で

あ

る

が

、

「

消

費

税

法

等

の

施

行

に

伴

う

所

得

税

の

取

扱

い

に

つ

い

て

」

（

本

件

個

別

通

達

）

の

７

た

だ

し

書

の

定

め

や

帳

端

な

ど

の

よ

う

に

債

務

が

確

定

し

な

く

て

も

必

要

経

費

の

算

入

を

認

め

て

い

る

も

の

も

あ

る

た

め

、

本

件

各

消

費

税

額

は

本

件

各

年

分

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

に

算

入

で

き

る

。

　

原

処

分

庁

が

４

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

更

正

処

分

を

行

っ

て

い

な

い

こ

と

は

、

す

な

わ

ち

、

４

年

消

費

税

額

を

４

年

分

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

に

算

入

で

き

る

こ

と

を

自

認

し

て

い

る

こ

と

に

な

る

た

め

、

本

件

各

消

費

税

額

に

つ

い

て

も

、

本

件

各

年

分

の

必

要

経

費

に

算

入

す

べ

き

で

あ

る

。

請

求

人

の

主

張

　

本

件

各

消

費

税

額

は

本

件

各

年

分

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

に

算

入

で

き

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

は

、

消

費

税

等

の

修

正

申

告

に

よ

り

新

た

に

納

付

す

べ

き

こ

と

と

な

っ

た

本

件

各

消

費

税

額

に

つ

い

て

、

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

債

務

の

確

定

が

な

く

て

も

必

要

経

費

に

算

入

さ

れ

る

場

合

が

あ

る

こ

と

お

よ

び

本

件

各

消

費

税

額

は

、

所

得

税

法

�

条

《

必

要

経

費

》

１

項

が

規

定

す

る

「

そ

の

年

中

の

総

収

入

金

額

を

得

る

た

め

に

直

接

に

要

し

た

費

用

」

に

該

当

す

る

な

ど

と

し

て

、

本

件

各

消

費

税

額

は

、

消

費

税

等

の

修

正

申

告

に

係

る

課

税

期

間

と

同

一

年

分

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

に

算

入

す

べ

き

で

あ

る

旨

主

張

す

る

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

本

件

各

消

費

税

額

は

所

得

税

法

�

条

１

項

に

規

定

す

る

「

そ

の

年

に

お

け

る

販

売

費

、

一

般

管

理

費

そ

の

他

こ

れ

ら

の

所

得

を

生

ず

べ

き

業

務

に

つ

い

て

生

じ

た

費

用

」

に

該

当

す

る

と

解

さ

れ

る

と

こ

ろ

、

同

項

は

必

要

経

費

の

算

入

時

期

に

つ

い

て

、

債

務

の

確

定

を

要

求

し

て

お

り

、

本

件

消

費

税

額

は

、

消

費

税

等

の

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

こ

と

に

よ

り

納

付

す

べ

き

こ

と

が

具

体

的

に

確

定

し

た

と

い

え

、

請

求

人

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

に

算

入

す

べ

き

時

期

は

請

求

人

が

消

費

税

等

の

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

日

の

属

す

る

年

分

と

な

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

本

件

消

費

税

額

は

、

消

費

税

等

の

修

正

申

告

に

係

る

課

税

期

間

と

同

一

年

分

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

に

算

入

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

　

ま

た

、

原

処

分

庁

が

４

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

更

正

処

分

を

行

わ

な

か

っ

た

の

は

、

４

年

の

消

費

税

額

を

４

年

分

の

事

業

所

得

の

金

額

の

計

算

上

、

必

要

経

費

か

ら

除

外

し

た

と

し

て

も

、

総

所

得

金

額

は

所

得

控

除

額

を

下

回

り

、

新

た

に

納

付

す

べ

き

所

得

税

等

の

額

が

発

生

し

な

い

こ

と

に

よ

る

も

の

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

、

同

年

分

の

更

正

処

分

を

行

っ

て

い

な

い

こ

と

は

、

前

記

の

判

断

を

左

右

す

る

も

の

で

は

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



（令和７年６月�日現在）

争点 全部取消 一部取消 棄却 却下 不明 合計

納税義務者 � � � ― ― �

所得の帰属 � � １１４ ― ― １９８

事業年度、納税地 ― ― １ ― ― １

収益の帰属事業年度 � � １１４ ― ― １７０

益金の額の範囲及び計算 � � １７０ ― ― ２８３

損金の帰属事業年度 � � １０７ ― ― １４４

損金の額の範囲及び計算 １３１ ３８０ ９６０ ― ― １，４７１

圧縮記帳 ― １ � ― ― �

引当金 ― １ � ― ― �

繰越欠損金 １ ― � ― １ �

特殊な損益の計算 １ ３ � ― ― �

税額の計算 １ ５ � １ ― �

申告、納付及び還付 ― １ � ― ― �

青色申告 � � ３０９ ― ― ４１０

更正、決定、質問検査権 � � ３２４ ― ― ４６３

同族会社の行為計算の否認 ― ３ � ― ― �

外国法人に対する課税 １ ― � ― ― �

清算所得課税 ― ― ４ ― ― ４

減価償却の特例 ― � � ― ― �

交際費等の特例 � � � ― ― �

新規取得土地等に係る

負債の利子の課税の特例

３ ― � ― ― �

土地重課 １ ３ � ― ― �

収用等の場合の課税の特例 ２ １ � ― ― �

特定資産の買換えの場合の課税の特例 ― ２ � ― ― �

その他の特例 � � ２００ ― ― ３０４

法人臨時特別税、法人特別税 ― ― ２ ― ― ２

その他 １ １ ９ ― ― �

総計 ３９７ ８５０２，７３２ １ １３，９８１

　

今

回

は

、

法

人

税

法

を

争

点

と

す

る

裁

決

要

旨

の

デ

ー

タ

を

見

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。

（

傾

向

）

　

法

人

税

法

の

裁

決

要

旨

は

３

９

８

１

件

（

裁

決

要

旨

全

体

の

約

�

％

）

、

取

消

率

は

�

・

�

％

（

全

部

取

消

率

９

・

�

％

、

一

部

取

消

率

�

・

�

％

）

と

税

目

別

で

は

一

番

高

く

、

却

下

が

ほ

と

ん

ど

あ

り

ま

せ

ん

。

こ

の

理

由

は

不

明

で

す

が

、

も

し

か

し

た

ら

代

理

人

が

就

任

し

て

い

る

割

合

が

関

係

し

て

い

る

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

　

件

数

が

多

い

も

の

と

し

て

、

「

損

金

の

額

の

範

囲

及

び

計

算

」

（

役

員

給

与

、

寄

附

金

、

売

上

原

価

等

）

が

法

人

税

の

約

�

％

を

占

め

て

お

り

１

番

多

く

、

「

更

正

、

決

定

、

質

問

検

査

権

」

、

「

青

色

申

告

」

、

「

そ

の

他

の

特

例

」

（

外

国

子

会

社

合

算

税

制

、

移

転

価

格

税

制

等

）

、

「

益

金

の

額

の

範

囲

及

び

計

算

」

、

「

所

得

の

帰

属

」

、

「

収

益

の

帰

属

事

業

年

度

」

、

「

損

金

の

帰

属

事

業

年

度

」

に

関

す

る

も

の

が

続

い

て

い

ま

す

。

（

全

部

取

消

の

件

数

が

多

い

争

点

）

　

件

数

の

多

い

争

点

は

全

部

取

消

の

件

数

も

多

く

、

全

部

取

消

率

も

概

ね

平

均

を

上

回

っ

て

い

ま

す

が

、

「

そ

の

他

の

特

例

」

（

外

国

子

会

社

合

算

税

制

、

移

転

価

格

税

制

等

）

は

、

全

部

取

消

率

が

６

・

�

％

と

低

く

な

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

「

交

際

費

等

の

特

例

」

は

、

取

消

率

が

�

・

�

％

（

全

部

取

消

率

�

・

�

％

、

一

部

取

消

率

�

％

）

と

高

く

な

っ

て

い

ま

す

。

　

反

対

に

、

「

事

業

年

度

、

納

税

地

」

、

「

圧

縮

記

帳

」

、

「

引

当

金

」

、

「

申

告

、

納

付

及

び

還

付

」

、

「

同

族

会

社

の

行

為

計

算

の

否

認

」

、

「

清

算

所

得

課

税

」

、

「

減

価

償

却

の

特

例

」

、

「

特

定

資

産

の

買

換

え

の

場

合

の

課

税

の

特

例

」

、

「

法

人

臨

時

特

別

税

、

法

人

特

別

税

」

は

、

今

ま

で

１

件

も

全

部

取

消

が

な

く

、

「

減

価

償

却

の

特

例

」

以

外

は

、

一

部

取

消

率

が

全

て

平

均

を

下

回

っ

て

い

ま

す

。

　ふるさと納税の返礼品競争の激化に伴い、返礼品を

発送する各自治体は他の自治体と差別化を図るため、

趣向を凝らし、さまざまなタイプの返礼品を生み出し

てきた。その最新形が佐賀市や東京都渋谷区が行って

いる「ゲーム内アイテム」の提供かもしれない。

　佐賀市は昨年�月、返礼品として市内にデバッグセ

ンターやスタジオを置く㈱Ｃｙｇａｍｅｓのスマート

フォン向けアニメＲＰＧ「プリンセスコネクト！Ｒｅ

：Ｄｉｖｅ」内で利用可能なゲームアイテムの提供を

発表。寄附金額は１万２０００円、３万６０００円、６万円の

３タイプで、それぞれガチャチケット、ゲームアイテ

ム、限定称号を受け取ることができる。同市の坂井英

隆市長の会見によると、受付開始から約１か月で８５８万

円、１７７件の寄附があったという。今年８月からは第

２弾の受付も始まった。

　また、東京都渋谷区は区内に本社を置く㈱ＭＩＸＩ

のスマホ向けゲーム「モンスターストライク」と「共闘

ことばＲＰＧコトダマン」内で利用可能なアイテムの

提供を今年８月に開始した。同区によると、令和２年か

ら渋谷ならではの体験や「コト消費」を中心とした返礼

品を提供してきたが、本取組みはゲーム関連企業が集

積する渋谷の特色を活かし、エンターテインメント分

野から地域の魅力を発信するものだという。

　渋谷区がゲーム内アイテムの提供の開始を発表した

翌日の８月�日に村上誠一郎総務相の会見で、ゲーム

内通貨は金銭と同じようなもので、返礼品として禁止

されてきた金券や今年�月１日以降に禁止されるポイ

ントの付与などと整合性が取れないのではと問う質問

が出た。これに対し、村上総務相は「質問の返礼品は、

スマホ向けゲームの中で利用可能なアイテムであると

聞いている。渋谷区内でのゲームの開発により、過半

の付加価値が区域内で生じているものとして渋谷区が

提供しているものと承知している」と述べ、質問への

直接的な回答はなかったものの、特に問題視している

様子は見せなかった。

　ふるさと納税は近年、返礼品に乏しい都市部の自治

体で税源流出が深刻化している。ゲーム会社は都市部

に多く、返礼品として問題がないのであれば、都市部

の自治体の返礼品として、ゲーム内アイテムの提供が

増えていく可能性もある。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　契約書等の作成では、印紙税の課否判定が難し

いだけでなく、誤った対応により税務当局から高

額な過怠税を徴収された納税者も多くいます。ま

た、印紙税は、税理士法において税理士の業から

除外されているため、課否判定や調査の立合い等

の経験が十分でない方も多いかと思います。この

セミナーでは「印紙税の性格」から「課否判定を

行うための基礎知識」そして「調査対策」まで、

わかりやすく、調査経験も踏まえて説明します。

日　時　��年�月�日（水）�：�～�：�

　※研修時間：３時間

受講方法　オンライン型

（ライブ配信と後日に提供するアーカイ

ブ配信の両方を視聴できます）

【アーカイブ配信期間】

　�月�日～�月�日

講　師　税理士・名取和彦（なとり・かずひこ）氏

東京国税局課税第二部消費税課係長、課

税第一部審理課主査、東京国税不服審判

所副審判官、国税庁税務大学校総合教育

部教授、成田税務署副署長、東京国税局

総務部主任税務相談官、築館税務署長、

大森税務署長等を経て、令和３年７月に

退職、同年８月に税理士登録。

受講料　１名につき�５，０００円

（税込・レジュメ代を含む）

※「税のしるべ」購読者の方は、割引価

格１２，０００円（税込）となります。

テキスト　レジュメ

申込方法　大蔵財務協会ウェブサイトの申込

　　　　フォームよりお申込みください。

　千葉・一般社団法人成田法人会（藤﨑

政弘会長）の女性部会（片岡愛子部会長）

は９月�日、第�回税に関する絵はがき

コンクールの審査会を開催した。

　当日は、審査員として藤﨑会長、片岡

部会長のほか、成田税務署の山本忠成署

長ら同署幹部らが出席＝写真。

　今年は、同署管内の小学校�校から１８８

枚の応募があった。

　審査会では、応募作品の中から「女性

部会長賞」「法人会長賞」「税務署長賞」

など４賞と、入選�点の合計�点を選定

した。

　その後に行った山本署長と女性部会員

の座談会では、女性部会員から、「毎年、

女性部会員が成田署管内の小学校と日程

調整をして租税教室を実施し、その復習

として税に関する絵はがきコンクールの

絵はがきを依頼している」など、取組状

況について説明を受けた。

　山本署長は、「租税教育など、さまざ

まな取組みにご尽力いただきありがとう

ございます。これからもご協力よろしく

お願いします」と感謝の意を述べた。

　

富

山

青

色

申

告

会

（

田

畑

彰

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

富

山

商

工

会

議

所

ビ

ル

内

で

新

規

開

業

者

を

中

心

に

説

明

会

を

開

催

し

、

約

�

人

の

会

員

が

参

加

し

た

＝

写

真

。

　

講

師

は

清

水

俊

彰

富

山

税

務

署

個

人

課

税

第

一

部

門

記

帳

指

導

推

進

官

が

務

め

、

「

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

・

電

子

帳

簿

等

保

存

制

度

」

と

題

し

て

１

時

間

半

に

わ

た

り

説

明

会

を

実

施

し

た

。

　

清

水

記

推

官

は

消

費

税

の

基

本

的

な

仕

組

み

か

ら

２

割

特

例

を

適

用

す

る

場

合

の

留

意

点

、

ま

た

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

電

子

帳

簿

等

保

存

制

度

の

見

直

し

な

ど

詳

し

く

説

明

。

参

加

者

は

熱

心

に

メ

モ

を

取

り

な

が

ら

受

講

し

て

い

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

武

蔵

府

中

青

色

申

告

会

（

相

原

博

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

府

中

市

内

の

大

國

魂

神

社

で

創

立

�

周

年

記

念

式

典

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

式

典

に

は

多

数

の

来

賓

が

参

列

し

節

目

を

祝

っ

た

。

　

相

原

会

長

は

式

辞

で

、

青

色

申

告

制

度

が

「

自

主

的

申

告

納

税

制

度

の

中

核

を

な

す

」

と

し

、

昭

和

�

年

の

設

立

以

降

、

会

員

数

が

６

０

０

０

人

超

に

拡

大

し

た

経

緯

を

報

告

。

「

歴

代

役

員

の

尽

力

と

関

係

機

関

の

支

援

に

深

く

感

謝

す

る

。

�

周

年

を

契

機

に

、

信

頼

さ

れ

地

域

に

根

差

し

た

組

織

を

目

指

す

」

と

述

べ

た

。

　

式

典

で

は

永

年

勤

続

者

の

表

彰

が

行

わ

れ

、

来

賓

と

し

て

武

蔵

府

中

税

務

署

の

三

浦

弘

法

署

長

、

東

京

都

府

中

都

税

支

所

の

葛

西

ゆ

か

り

支

所

長

、

全

国

青

色

申

告

会

総

連

合

の

伊

藤

升

吾

会

長

ら

が

祝

辞

を

述

べ

た

。

続

く

記

念

講

演

で

は

衆

議

院

議

員

の

長

島

昭

久

氏

が

「

日

本

の

安

全

保

障

と

防

衛

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

し

、

参

加

者

は

熱

心

に

耳

を

傾

け

た

。

　

愛

知

・

一

般

社

団

法

人

中

川

青

色

申

告

会

（

西

垣

直

哉

会

長

）

は

、

毎

年

恒

例

の

青

色

学

校

を

今

年

は

９

月

２

日

か

ら

�

日

ま

で

の

間

に

計

８

回

、

中

川

生

涯

学

習

セ

ン

タ

ー

で

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

青

色

学

校

で

は

、

複

式

簿

記

を

中

心

に

、

開

始

残

高

試

算

表

や

勘

定

科

目

の

説

明

、

取

引

に

お

け

る

仕

訳

、

元

帳

転

記

、

試

算

表

の

作

成

、

決

算

整

理

、

損

益

計

算

書

と

貸

借

対

照

表

の

説

明

な

ど

に

つ

い

て

講

義

を

行

っ

た

。

　

ま

た

、

中

川

税

務

署

の

西

ヶ

谷

桂

個

人

第

一

統

括

官

が

「

税

務

と

複

式

簿

記

」

を

テ

ー

マ

に

、

税

務

調

査

等

と

の

関

わ

り

に

つ

い

て

講

話

を

行

っ

た

　

参

加

し

た

多

く

の

受

講

者

ら

は

、

夜

間

に

も

か

か

わ

ら

ず

全

日

程

を

通

し

欠

席

も

な

く

、

複

式

簿

記

の

概

要

を

概

ね

理

解

し

、

修

了

証

書

を

手

に

し

た

。

　

修

了

証

書

を

手

に

し

た

参

加

者

か

ら

は

、

令

和

７

年

分

か

ら

�

万

円

特

別

控

除

に

チ

ャ

レ

ン

ジ

し

た

い

と

の

声

が

聞

か

れ

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

北

法

人

会

青

年

部

会

（

牧

野

克

彦

部

会

長

）

は

小

学

校

の

夏

休

み

期

間

中

、

公

共

事

業

が

社

会

に

果

た

す

役

割

と

そ

れ

を

支

え

る

税

の

意

義

や

役

割

を

施

工

中

の

現

場

で

実

感

し

て

も

ら

う

こ

と

を

目

的

と

し

た

「

夏

休

み

親

子

で

現

場

見

学

会

」

を

実

施

し

、

親

子

�

人

と

ス

タ

ッ

フ

９

人

の

合

計

�

人

が

参

加

し

た

＝

写

真

。

　

こ

の

現

場

見

学

会

は

、

札

幌

建

青

会

が

主

催

、

北

海

道

開

発

局

札

幌

開

発

建

設

部

・

（

一

社

）

札

幌

建

設

業

協

会

・

（

公

社

）

札

幌

北

法

人

会

青

年

部

会

の

共

催

で

実

施

さ

れ

た

。

　

工

事

現

場

は

「

札

幌

第

４

合

同

庁

舎

新

築

工

事

」

で

、

札

幌

市

内

に

点

在

す

る

北

海

道

農

政

事

務

所

お

よ

び

北

海

道

運

輸

局

の

２

官

署

を

集

約

し

、

防

災

拠

点

施

設

の

整

備

を

図

る

工

事

で

あ

る

。

　

当

日

、

参

加

者

は

札

幌

建

設

業

協

会

会

議

室

で

、

同

会

青

年

部

会

に

よ

る

租

税

教

室

に

て

税

の

意

義

や

役

割

を

学

ん

だ

後

、

貸

切

バ

ス

で

工

事

現

場

に

向

け

出

発

し

た

。

　

現

地

で

は

、

北

海

道

開

発

局

札

幌

開

発

建

設

部

の

職

員

か

ら

庁

舎

が

で

き

る

ま

で

の

流

れ

と

工

事

概

要

を

聞

い

た

後

、

安

全

チ

ョ

ッ

キ

と

ヘ

ル

メ

ッ

ト

を

着

用

し

て

工

事

現

場

内

へ

と

足

を

運

ん

だ

。

　

工

事

現

場

で

は

、

建

物

の

骨

組

み

と

な

る

鉄

筋

を

動

か

な

い

よ

う

に

し

っ

か

り

固

定

す

る

「

ハ

ッ

カ

ー

」

と

呼

ば

れ

る

道

具

を

実

際

に

使

っ

て

鉄

筋

を

結

ぶ

体

験

を

し

た

。

　

ま

た

、

建

物

に

設

置

さ

れ

る

各

設

備

を

稼

働

さ

せ

る

た

め

、

天

井

裏

に

は

様

々

な

配

線

、

配

管

、

ダ

ク

ト

が

敷

設

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

学

ん

だ

。

　

最

後

に

、

高

さ

�

㍍

の

庁

舎

の

建

設

に

欠

か

せ

な

い

超

大

型

ク

レ

ー

ン

を

バ

ッ

ク

に

み

ん

な

で

記

念

撮

影

を

行

っ

た

。

　

閉

会

式

で

は

、

子

供

た

ち

が

心

を

込

め

て

作

成

し

た

「

お

礼

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

カ

ー

ド

」

を

施

工

業

者

の

五

洋

建

設

株

式

会

社

工

事

所

長

に

渡

し

、

閉

会

と

な

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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